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平成２４年９月２０日 

 

都道府県医師会 

社会保険担当理事 殿 

 

日本医師会常任理事 

鈴 木 邦 彦 

 

 

 

保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項について 

 

 

平成２４年度診療報酬改定において、保険薬局における調剤一部負担金に対するポイント付

与が行われている事例が認められたことに鑑み、一部負担金等の受領に応じて専らポイントの

付与及びその還元を目的とするポイントカードについては、ポイントの付与を認めないことを

原則とする、「保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規

則の一部を改正する省令」（平成２４年３月５日 厚生労働省令第２６号）が公布され、平成

２４年１０月１日より適用されることから、別添のとおり、厚生労働省保険局医療課長より通

知されましたのでご連絡申し上げます。 

なお、現金と同様の支払機能を持つクレジットカードや、一定の汎用性のある電子マネーに

よる支払に生じるポイントの付与は、これらのカードが患者の支払の利便性向上が目的である

ことに鑑み、当面、やむを得ないものとして認めることとし、その取扱いについては、引き続

き年度内を目途に検討することとしております。 

 

 

 

＜添付資料＞ 

保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部改

正に伴う実施上の留意事項について 

（平 24.9.14 保医発 0914第１号 厚生労働省保険局医療課長） 

 

【参考資料】 

保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を

改正する省令（平 24.3.5 厚生労働省令第２６号）（新旧対照表） 

 



保医発 0914 第１号 

平成 24 年９月 14 日 

 

 

地方厚生（支）局医療課長 殿 

 

厚生労働省保険局医療課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の 

一部改正に伴う実施上の留意事項について 

 

 

標記については、保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師

療養担当規則の一部を改正する省令（平成 24 年厚生労働省令第 26 号）が公布され、

平成 24 年 10 月 1 日より適用されるが、本改正の趣旨は下記のとおりであるので、そ

の取扱いに遺漏のないよう貴管下の保険医療機関及び保険薬局に対し、周知徹底をお願

いいたします。 

 

記 

 

本改正は、保険薬局における調剤一部負担金に対するポイント付与が行われている事

例が認められたことに鑑み、次の考え方を踏まえ、一部負担金等の受領に応じて専らポ

イントの付与及びその還元を目的とするポイントカードについては、ポイントの付与を

認めないことを原則とするものです。 

・ 保険調剤等においては、調剤料や薬価が中医協における議論を経て公定されてお

り、これについて、ポイントのような付加価値を付与することは、医療保険制度上、

ふさわしくない。 

・ 患者が保険薬局等を選択するに当たっては、保険薬局等が懇切丁寧に保険調剤等

を担当し、保険薬剤師等が調剤、薬学的管理及び服薬指導の質を高めることが本旨

であり、適切な健康保険事業の運営の観点から、ポイントの提供等によるべきでは

ない。 

 

 ただし、現金と同様の支払い機能を持つクレジットカードや、一定の汎用性のある電

子マネーによる支払いに生じるポイントの付与は、これらのカードが患者の支払いの利

便性向上が目的であることに鑑み、当面、やむを得ないものとして認めることとします

が、その取扱いについては、引き続き年度内を目途に検討することとしているので、ご

留意願います。 



【
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
及
び
保
険
薬
局
及
び
保
険
薬
剤
師
療
養
担
当
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
】

◎
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
五
号

（
新
旧
対
照
表
）

）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
経
済
上
の
利
益
の
提
供
に
よ
る
誘
引
の
禁
止
）

第
二
条
の
四
の
二

保
険
医
療
機
関
は
、
患
者
に
対
し
て
、
第
五
条
の
規
定
に
よ

（
新
設
）

り
受
領
す
る
費
用
の
額
に
応
じ
て
当
該
保
険
医
療
機
関
が
行
う
収
益
業
務
に
係

る
物
品
の
対
価
の
額
の
値
引
き
を
す
る
こ
と
そ
の
他
の
健
康
保
険
事
業
の
健
全

な
運
営
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
経
済
上
の
利
益
の
提
供
に
よ
り
、
当
該
患
者

が
自
己
の
保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
診
療
を
受
け
る
よ
う
に
誘
引
し
て
は
な
ら

な
い
。

※

平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
施
行

（
領
収
証
等
の
交
付
）

（
領
収
証
等
の
交
付
）

第
五
条
の
二

（
略
）

第
五
条
の
二

（
略
）

２

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
保
険
医
療
機
関
は
、
前
項
に
規
定
す
る
領
収
証
を

２

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
保
険
医
療
機
関
は
、
前
項
に
規
定
す
る
領
収
証
を

交
付
す
る
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
当
該
費
用
の
計
算
の
基
礎
と

交
付
す
る
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
当
該
費
用
の
計
算
の
基
礎
と

な
つ
た
項
目
ご
と
に
記
載
し
た
明
細
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
つ
た
項
目
ご
と
に
記
載
し
た
明
細
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
領
収
証
を
交
付
す
る
に
当
た
り
明
細
書
を
常
に
交
付
す
る
こ
と
が
困
難
で

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
患
者
か
ら
求
め
ら
れ
た
と

き
に
交
付
す
る
こ
と
で
足
り
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
明
細
書
の
交
付
は
、
無
償
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
に
規
定
す
る
明
細
書
の
交
付
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、

無
償
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

※

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
施
行

※

た
だ
し
、
四
百
床
以
上
の
病
院
を
除
き
、
明
細
書
を
常
に
交
付
す
る
こ
と
が



困
難
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
患

者
か
ら
求
め
ら
れ
た
と
き
に
明
細
書
を
交
付
す
る
こ
と
で
足
り
る
。
ま
た
、
正

、

、

。

当
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は

当
分
の
間

有
償
で
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
歯
科
診
療
の
具
体
的
方
針
）

（
歯
科
診
療
の
具
体
的
方
針
）

第
二
十
一
条

歯
科
医
師
で
あ
る
保
険
医
の
診
療
の
具
体
的
方
針
は
、
第
十
二
条

第
二
十
一
条

歯
科
医
師
で
あ
る
保
険
医
の
診
療
の
具
体
的
方
針
は
、
第
十
二
条

か
ら
第
十
九
条
の
三
ま
で
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る

か
ら
第
十
九
条
の
三
ま
で
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

歯
冠
修
復
及
び
欠
損
補
綴

六

歯
冠
修
復
及
び
欠
損
補
綴

て
つ

て
つ

歯
冠
修
復
及
び
欠
損
補
綴
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
つ
て
行
う
。

歯
冠
修
復
及
び
欠
損
補
綴
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
つ
て
行
う
。

て
つ

て
つ

イ

歯
冠
修
復

イ

歯
冠
修
復

（
略
）

（
略
）

( )1

( )1

歯
冠
修
復
に
お
い
て
金
属
を
使
用
す
る
場
合
は
、
代
用
合
金
を
使
用

歯
冠
修
復
に
お
い
て
金
属
を
使
用
す
る
場
合
は
、
金
位
十
四
カ
ラ
ッ

( )2

( )2

す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
歯
部
の
金
属
歯
冠
修
復
に
つ
い
て
は

ト
合
金
又
は
代
用
合
金
を
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
金
位
十

金
合
金
又
は
白
金
加
金
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

四
カ
ラ
ッ
ト
合
金
は
臼
歯
部
の
歯
冠
継
続
歯
に
限
つ
て
使
用
す
る
も
の

と
し
、
前
歯
部
の
鋳
造
歯
冠
修
復
又
は
歯
冠
継
続
歯
に
つ
い
て
は
金
合

金
又
は
白
金
加
金
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

ロ

欠
損
補
綴

ロ

欠
損
補
綴

て
つ

て
つ

（
略
）

（
略
）

( )1

( )1

ブ
リ
ッ
ジ

ブ
リ
ッ
ジ

( )2

( )2

（
略
）

（
略
）

(一)

(一)

ブ
リ
ッ
ジ
は
、
金
位
十
四
カ
ラ
ッ
ト
合
金
又
は
代
用
合
金
を
使
用

ブ
リ
ッ
ジ
は
、
金
位
十
四
カ
ラ
ッ
ト
合
金
又
は
代
用
合
金
を
使
用

(二)

(二)

す
る

た
だ
し

金
位
十
四
カ
ラ
ッ
ト
合
金
は

前
歯
部
の
複
雑
窩
洞

す
る
。
た
だ
し
、
金
位
十
四
カ
ラ
ッ
ト
合
金
は
、
歯
冠
継
続
歯
又
は

。

、

、

か

ど

う

又
は
ポ
ン
テ
ィ
ッ
ク
に
限
つ
て
使
用
す
る
。

前
歯
部
の
複
雑
窩
洞
若
し
く
は
ポ
ン
テ
ィ
ッ
ク
に
限
つ
て
使
用
す

か

ど

う

る
。

口
蓋
補
綴
及
び
顎
補
綴
並
び
に
広
範
囲
顎
骨
支
持
型
補
綴

口
蓋
補
綴
及
び
顎
補
綴

て
つ

て
つ

て
つ

が
い

て
つ

が
く

て
つ

( )3

( )3

口
蓋
補
綴
及
び
顎
補
綴
並
び
に
広
範
囲
顎
骨
支
持
型
補
綴
は
、
必
要

口
蓋
補
綴
及
び
顎
補
綴
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
行

て
つ

て
つ

て
つ

が
い

て
つ

が
く

て
つ

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
行
う
。

う
。

七
・
八

（
略
）

七
・
八

（
略
）



九

歯
科
矯
正

九

歯
科

矯

正

き
よ
う

歯
科
矯
正
は
、
療
養
の
給
付
の
対
象
と
し
て
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ

歯
科

矯

正
は
、
療
養
の
給
付
の
対
象
と
し
て
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ

き
よ
う

、

、

。

、

、

。

し

別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
場
合
に
お
い
て
は

こ
の
限
り
で
な
い

し

別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
場
合
に
お
い
て
は

こ
の
限
り
で
な
い

※

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
施
行

様
式
第
二
号
（
処
方
せ
ん
様
式
）
を
別
添
の
と
お
り
改
正

※

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
施
行



◎
保
険
薬
局
及
び
保
険
薬
剤
師
療
養
担
当
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
六
号

（
新
旧
対
照
表
）

）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
経
済
上
の
利
益
の
提
供
に
よ
る
誘
引
の
禁
止
）

第
二
条
の
三
の
二

保
険
薬
局
は
、
患
者
に
対
し
て
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
受

（
新
設
）

領
す
る
費
用
の
額
に
応
じ
て
当
該
保
険
薬
局
に
お
け
る
商
品
の
購
入
に
係
る
対

価
の
額
の
値
引
き
を
す
る
こ
と
そ
の
他
の
健
康
保
険
事
業
の
健
全
な
運
営
を
損

な
う
お
そ
れ
の
あ
る
経
済
上
の
利
益
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
患
者
が

自
己
の
保
険
薬
局
に
お
い
て
調
剤
を
受
け
る
よ
う
に
誘
引
し
て
は
な
ら
な
い
。

※

平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
施
行

（
領
収
証
の
交
付
）

（
領
収
証
の
交
付
）

第
四
条
の
二

（
略
）

第
四
条
の
二

（
略
）

２

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
保
険
薬
局
は
、
前
項
に
規
定
す
る
領
収
証
を
交
付

２

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
保
険
薬
局
は
、
前
項
に
規
定
す
る
領
収
証
を
交
付

す
る
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
当
該
費
用
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ

す
る
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
当
該
費
用
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ

た
項
目
ご
と
に
記
載
し
た
明
細
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
項
目
ご
と
に
記
載
し
た
明
細
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

領
収
証
を
交
付
す
る
に
当
た
り
明
細
書
を
常
に
交
付
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る

こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
患
者
か
ら
求
め
ら
れ
た
と
き
に

交
付
す
る
こ
と
で
足
り
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
明
細
書
の
交
付
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、

３

前
項
に
規
定
す
る
明
細
書
の
交
付
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、

無
償
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

無
償
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

※

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
施
行

※

た
だ
し
、
明
細
書
を
常
に
交
付
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
正

当
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
患
者
か
ら
求
め
ら
れ
た
と
き
に
明

細
書
を
交
付
す
る
こ
と
で
足
り
る
。
ま
た
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、

当
分
の
間
、
有
償
で
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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